
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
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特
定
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活
動
法
人
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名 
 
 

称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の 

内

容 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活

動

法

人

び
ぃ 

あ
ら

い
ぶ 

竹
内 

公
昭 
広
島
県
福
山

市
城
見
町
一

丁
目
四
番
四

三
号 

 
 

人
は
誰
も
が
平
等
に

生
き
る
権
利
を
持

つ
。
一
人
ひ
と
り
が

お
互
い
を
認
め
合

い
、
人
と
し
て
の
尊

厳
を
も
っ
て
生
き
、

誰
も
が
希
望
を
持

ち
、
そ
の
実
現
に
向

か
っ
て
協
力
で
き
る

社
会
、
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
基
盤

と
し
た
地
域
社
会
の

実
現
に
向
け
て
、
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の

あ
る
な
し
に
か
か
わ

ら
ず
、
差
別
、
偏
見

の
な
い
関
係
の
中
で

協
働
し
、
助
け
合
っ

て
い
き
た
い
。
誰
も

が
自
分
の
力
を
信

じ
、
自
己
責
任
を
持

ち
、
自
己
選
択
に

よ
っ
て
自
分
の
人
生

を
生
き
て
い
く
こ
と

を
保
障
さ
れ
る
社
会

の
実
現
を
目
指
し
て

い
き
た
い
。
一
人
ひ

と
り
が
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
き
て
い

く
力
を
持
ち
、
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ

る
な
し
に
か
か
わ
ら

ず
、
共
に
理
解
し
、

助
け
合
い
な
が
ら
自

分
の
希
望
し
た
生
活

を
送
る
こ
と
を
支
援

す
る
為
に
、
様
々
な

事
業
に
取
り
組
む
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

事
業
の
変
更 

 

平
成
二
二
年 

三
月
一
九
日 



特
定
非
営
利

活
動
法
人
広

島
聴
覚
障
害

者
福
祉
会 

 

濱
村 

孝
正 

広
島
県
広
島

市
中
区
吉
島

西
一
丁
目
七

番
二
号 

 

こ
の
法
人
は
、
ろ
う

重
複
障
害
児
・
者
を

含
む
広
く
障
害
児
・

者
（
以
下
ろ
う
重
複

障
害
者
等
と
い
う
）

の
地
域
生
活
支
援
に

関
す
る
諸
事
業
を
行

う
。
こ
れ
ら
の
事
業

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
環
境
の
整
備

を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
ろ
う
重
複
障
害

者
等
の
自
立
と
社
会

参
加
を
め
ざ
し
、
地

域
で
安
心
し
て
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
支
援
す

る
。
ま
た
、
ろ
う
重

複
障
害
者
等
の
福
祉

の
増
進
を
図
り
、
広

く
公
益
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

事
業
の
変
更 

 

平
成
二
二
年 

三
月
一
九
日 

 


